
　

広
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
条
例
第
十
号

　
　
　

広
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
広
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
四
十
七
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
般
被
保
険
者
（
退
職
被
保
険
者
又
は
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外

の
被
保
険
者
を
い
う
。
）
」
を
「
被
保
険
者
」
に
、
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高

額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
、
「
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費

拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、
法
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
老
人

保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
に
同
号
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
加
入
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除

し
た
額
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ

る
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
同

法
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

７
　
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
所

属
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「

被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
被
保
険
者
（
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
被
保
険
者
又
は
退

職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
、
「
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
同

法
」
と
あ
る
の
は
「
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
基
準
額
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
の
合
算

額
に
同
号
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
（
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。

８
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
市
町
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
を
除
く
。
）
に



お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後

期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
同
法
の
規
定
に

よ
る
病
床
転
換
支
援
金
」
と
す
る
。

９
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
お
け
る
附
則
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中

「
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。

）
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「

及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


